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今
年
１
年
間
「
ま
ち
の
駅
ア
ウ
ル
」
に
足
を
運
ん
で
く
れ
た
お
客
さ
ん
に

今
年
１
年
間
「
ま
ち
の
駅
ア
ウ
ル
」
に
足
を
運
ん
で
く
れ
た
お
客
さ
ん
に

感
謝
を
し
よ
う
と
「
美
し
い
ま
ち
活
き
活
き
と
し
た
当
別
を
創
る
会
」
が
主

感
謝
を
し
よ
う
と
「
美
し
い
ま
ち
活
き
活
き
と
し
た
当
別
を
創
る
会
」
が
主

催
し
て
「
ア
ウ
ル
大
感
謝
祭
」
が

月

日
（
日
）
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

催
し
て
「
ア
ウ
ル
大
感
謝
祭
」
が　

月　

日
（
日
）
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

1010

1616

会
場
で
は
、
当
別
産
新
米
と
小
豆
の
無
料
配
布
に
大
勢
の
人
が
行
列
を

　

会
場
で
は
、
当
別
産
新
米
と
小
豆
の
無
料
配
布
に
大
勢
の
人
が
行
列
を

作
っ
た
ほ
か
、
餅
つ
き
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
代
わ
る
代
わ
る
つ
い
た
餅
が
来
場

作
っ
た
ほ
か
、
餅
つ
き
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
代
わ
る
代
わ
る
つ
い
た
餅
が
来
場

者
に
振
舞
わ
れ
ま
し
た
。

者
に
振
舞
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
出
店
も
並
び
、
親
子
連
れ
や
知
り
合
い
で
テ
ー
ブ
ル
を
囲
む
姿
が

　

ま
た
、
出
店
も
並
び
、
親
子
連
れ
や
知
り
合
い
で
テ
ー
ブ
ル
を
囲
む
姿
が

見
ら
れ
、
思
い
思
い
に
イ
ベ
ン
ト
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

見
ら
れ
、
思
い
思
い
に
イ
ベ
ン
ト
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
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▲10月19日は、町内小中学校の給
食メニューにも登場 ��������	
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▲私たちが作っ
ています
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活き活きと暮らせる

����������

���　議員の報酬や議会運営費、議会広報誌の作
成など町議会を運営するために使われた費用。
���　美しいまちづくりの推進や電子計算機器の
借上げ、バス運行に対する助成、町内会補助金のほ
か、内部管理などあらゆるものに使われた費用。
���　障がい者や乳幼児に対する医療費の助成な
ど福祉環境の充実、保育所の運営や児童手当の支給
など子育て環境の充実などに使われた費用。
　��������	
������������
��������	
�������������

���������	
����

���　ゴミ処理やリサイクルの推進、予防接種や
検診事業など健康で衛生的な生活環境を充実させる
ために使われた費用。
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������　農業生産と質の向上を目指した土地
基盤整備、森林環境保全など農林業の振興に使われ
た費用。
�������　労働費は、失業者の支援対策などに
使われた費用。商工費は商工会に対する補助や商店
街活性化・振興のために使われた費用。
���　町道・公園の整備や維持管理、町道の除排雪
など社会資本整備のために使われた費用。����
��������	
������������

���������	


���　町民生活の安全を守る消防活動に使われた
費用。
���　各小中学校の整備、教材の購入など学校教
育や社会教育事業と施設の管理、芸術・文化・スポー
ツ振興など生涯学習の充実に使われた費用。
���　町債の元金及び利息の支払いと一時借入金
利子の支払いに使われた費用。

（単位：千円）（単位：千円）
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�����　町が自由に使えるお金で国税（所得税・
法人税・酒税・消費税・たばこ税）から一定の基準
で交付されたもの。
�����　町が行う特定の事務事業経費などに必
要なお金の一部または全部が国から交付されたも
の。
����　国庫支出金と同じ性質のもので北海道か
ら交付されたもの。
���　特別会計や基金など一般会計以外から繰り
入れたもの。
��������　町の施設手数料や住民票の交付
などの各種証明書の発行手数料など、利用者負担に
よって得たもの。
���　１５年度決算後に残った金額を１６年度におい
て受け入れたもの。
��　道路や公園の建設など多額の経費がかかる特
定事業の支出に充てるために借入れた長期の借金。

　町債は「町の借金」、基金は「町の貯金」にあ
たります。
　町債の残高は、公債費適正化計画に基づいて、
町債借入の抑制を行っており、平成１５年度を
ピークに減少に転じています。
　基金の残高は、地方交付税などの減少による
歳入不足を補うために取り崩しを行い、著しく
減少しています。

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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支　出収　入項　　目

18億2,68217億8,993国民健康保険

�

�

�

�

23億4,94624億1,666老人保健

9億9,32410億1,466介護保険

3,5522,979介護サービス

8,6788,981農業集落排水

10億6,17810億6,848下水道

水道事業

4億2,0104億4,797①収益的収支

2億3,6517,125②資本的収支

②の不足額は、留保資金で補てん
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����������	


　その他の会計として国民健康保険など、6つの
特別会計と水道事業会計があります。
　利用者が支払う税金、使用料、保険料や一般会
計からの繰入などの収入で運営している特定の目
的のための会計です。
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（単位：千円）

（単位：万円）
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町
で
は
、「
景
観
形
成
基
本
計
画
」
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
計
画
は
、
行
政

と
町
民
が
協
力
し
て
町
内
の
景
観
づ
く
り
を
進
め
、
町
民
が
誇
れ
る
美
し
い
田
園
都
市
を
築

い
て
い
く
た
め
の
基
本
と
な
る
も
の
で
、
平
成　

年
度
に
完
成
す
る
予
定
で
す
。

１８

　

策
定
委
員
に
は
、
学
識
経
験
者
や
美
し
い
景
観
委
員
、
各
団
体
か
ら
推
薦
さ
れ
た
方
、
公
募

の
一
般
町
民
な
ど　

名
で
構
成
し
、
第
１
回
の
会
議
を
９
月　

日
に
開
催
し
ま
し
た
。

１２

２９

�
�
�
�
�
�
�
　
　
　

�����������������������������������������������������

���
��

　
「
協
働
の
指
針
」
の
策
定
に
つ
い
て
検
討
し
、
提
言
を
い
た
だ
く
た
め
に
設
置
し
た
「
当
別
町

協
働
の
指
針
策
定
検
討
委
員
会
」
の
第
３
回
会
議
を
９
月　

日
に
開
催
し
ま
し
た
。

２６

�
�
�
�
�
�
�
　
　
　

�
計
画
の
基
本
的
な
進
め
方

�
景
観
形
成
の
現
況
と
課
題
（
平
成　

年
度
実

１５

施
の
現
況
調
査
と
町
民
意
識
調
査
の
報
告
）

�
委
員
会
で
の
検
討
テ
ー
マ
に
つ
い
て

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
町
か
ら
説
明
を
受
け
た

後
、
各
委
員
か
ら
計
画
を
作
る
う
え
で
の
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
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※
委
員
会
の
詳
し
い
内
容
は
景
観
か
わ
ら

版
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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会
議
で
は
、
町
内
の
企
業
や
活
動
団
体
に

対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
基
に
作
成

し
た
「
協
働
活
動
事
例
集
」
を
参
考
に
、
協
働

の
あ
り
方
に
つ
い
て
具
体
的
な
協
議
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
ア
イ
デ
ア
や
考
え
を
カ
ー
ド
に
書

き
出
し
、「
協
働
を
進
め
る
と
き
の
課
題
、
大

事
な
こ
と
、
必
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
」
な
ど
の

意
見
を
内
容
ご
と
に
分
類
す
る
手
法
で
進
め

ま
し
た
。

　

こ
の
作
業
は
、
委
員
だ
け
で
は
な
く
、
事
務

局
の
役
場
職
員
、
傍
聴
に
来
ら
れ
た
住
民
の

方
に
も
参
加
し
て
も
ら
い
、
そ
の
場
に
い
た

全
員
で
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
さ
に
協
働
作

業
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
今
後
は
こ
の
意
見
を

分
類
・
整
理
し
、
議
論
を
深
め
て
い
き
ま
す
。
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税
金
の
制
度
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
な
ど
に
よ
り
毎
年

見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
来
年
に
納
め
る
税

金
は
今
年
と
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
を
少
し
お
勉
強
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
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　現在、私たちが納めている住民税と所得税は、一定の率
で減額措置されています。この率が1/2に縮減となります。
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「
ご
み
の
減
量
化
の
具
体
的
な
施
策
」
に
つ
い
て
協
議
を
進
め
て
い
た
ク
リ
ー

ン
当
別
推
進
審
議
会
が
、�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�

�
�
を
泉�
町
長
に
提
出
し
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
近
年
ご
み
に
関
す
る
様
々
な
問
題
が
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
や
循

環
型
社
会
を
見
据
え
た
ご
み
の
減
量
化
と
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
が
必
要
な
こ
と

な
ど
か
ら
今
年
２
月
に
「
当
別
町
ご
み
減
量
化
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
を
策
定

し
、
ご
み
減
量
の
数
値
目
標
や
具
体
的
な
行
動
、
取
り
組
み
を
定
め
ま
し
た
。

　

審
議
会
で
は
、
こ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
有
効
に
実
行
す
る
た
め
の
審
議

や
「
家
庭
ご
み
の
減
量
化
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
で
町
民
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
意
見
を
参
考
に
、
ご
み
の
発
生
を
抑
え
、
減
量
化
・
資
源
化
を
進
め
、
住

み
よ
い
環
境
や
限
ら
れ
た
資
源
を
保
護
し
て
い
く
手
段
の
話
し
合
い
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
家
庭
ご
み
の
有
料
化
が
必
要
と
の
結
論
に
達
し
ま
し

た
が
、
そ
の
効
果
が
充
分
に
発
揮
で
き
る
適
切
な
制
度
を
つ
く
る
、
ご
み
の
減

量
化
や
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
す
る
様
々
な
施
策
を
合
わ
せ
て
実
施
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
な
ど
が
答
申
書
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　上記説明会に参加できない場合でも、11月8日～11月
21日の間で10名程度集まっていただける場合は、説明に
伺いますので、お気軽にご連絡ください。
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(　)内は上限額

���������

　　６５歳以上で前年合計所得が１２５万円以下の方の非課税措
　置が廃止になります。
　　ただし上記該当者で、平成１７年1月1日現在６５歳に達し
　ていた方は、下表のとおり所得割と均等割の経過措置が
　あります。
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�公的年金等控除の
うち、６５歳以上の方
に上乗せされている
措置が廃止になりま
す。この変更により、
６５歳以上の公的年金
等控除の最低控除額
は、50万円加算して
120万円になり、合わ
せて老年者控除が廃
止になります。
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ペットボトルをつぶして出すと
輸送コストを減らすことができます。
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キャップとラベルが外れていないと
リサイクル業者が受けてくれません。
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しばたやま

　　　  (10月7日）
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　「当別ロータリークラブ」が創立３０周年を記念し特別
講演会を開催しました。講師には、芽室町出身で元横
綱大乃国の芝田山康親方を招き、会場の「ゆとろ」に
約200人の町民が来場し講演に聞き入りました。
　親方は相撲界に入った頃の厳しかった稽古や親方に
なってからの弟子の様子など、時代と共に相撲界の移
り変わる様を巧みに話し、会場を盛り上げました。
　翌日には、ロータリークラブの記念式典も行なわれ、
会員は、地域社会に根ざした奉仕活動を続ける決意を
新たにしていました。

��������	
��
　　　          (10月17日）

　町は、今年度から首都圏を含め道内外の住民を当別町に呼び込もうと「当別
移住促進事業」を実施し、このほど第１号の移住者が決まり、役場に挨拶に
訪れました。
　移住第１号となったのは、茨城県ひたちなか市の伊藤さん御夫妻で、「自然
豊かで景観も良く大都会に隣接する住環境の良さと、なにより町民の優しさ
を強く感じ当別への移住を決めた」ということです。
　泉�町長は、記念品としてご夫妻が移住するスウェーデンヒルズに最も近
い所で生産された「ふとみ 湯田里 ファーム」の阿部さんのお米を贈呈し2人を

ゆったり

歓迎しました。
　また10月11日には、官民協働の移住者促進を進めていこうと、町内の関係
団体が集まり、「当別移住促進協議会」が設立されました。

　　　　　(10月8日）

　自由市場実行委員会が主催して、子供たちにおばけ
祭りを通して楽しいひとときを過ごしてもらおうと
「ハロウィン祭り」を開催しました。
　来場した子供たちは、当日配布された子供縁日フ
リーパス券を手に輪投げや射的に何回も挑戦し「当
たった、外れた」などと歓声を上げていたほか、おば
け仮装コンテストでは、マントや帽子など手作りの衣
装で上手に変装していました。会場には、かぼちゃを
切り抜いて作られたハロウィンがトラックに飾られ、
家族で訪れた人が記念写真を撮る姿がありました。



����������

　明日、アメリカのワシントン近くのハー
シーと云う町へ行くことにした。
　3年くらい前にロイズの山崎社長さんから
ハーシーの町を一度見てはどうかと薦められ
ていたのでやっと行く決心をして廻りの人に
声をかけたら５～６人のみち連れが出来た。
　100年ほど前にチョコレート事業で成功し
たミルトン・ハーシーと云う人が利益を徹底
して故郷に奉仕して町の名前もハーシーと呼
ぶほどになったと云うから大変興味深い。
　アメリカでは有名人の名前の飛行場や公
園、道路は沢山あるが、学校や博物館、交通機
関をはじめ一つの町の必要な施設を丸ごと企
業がつくったのは珍しいと思う。　
　昔、進駐軍が日本に持って来たのがハー
シーのチョコレートだったと云う話だが、私
はチューイングガムしか知らなかった。
　ある時、同級生がチューイングガムを学校
に持って来た。口で“プゥー”っと膨らませ
るのが珍しくて「半分僕に頂戴」とねだって
口の中のを貰った覚えがある。
　それからまもなく子供達はみんなガムを口
にするようになったが、チョコレートは大分
後になってからだったような気がする。
　その頃、アメリカではチョコレートで巨万
の富を築く人がいたことになる。そしてその
富を自分の故郷の為に使うと云うのは宗教的
な考え方からだけなのだろうか。日本でも行
政と住民が協働でまちづくりが真剣になって
きたので良く見て来たい。
　成田を昼の１１時頃に出発して、ワシントン
まで13時間くらいかかるが地球を東へ向うの
で日付変更すると同じ日の昼の10時頃に着く
ことになり、出発した時より逆に1時間前に着
くことになるから面白い。
　ワシントンから飛行機で1時間くらいの所
にハーシーの町があるが、孫達に電話して昼
と夜がまるきり反対のことを理解させられる
かどうか楽しみだ。

������������

��������	�
���
　　　　　(10月22日）

　当別町シルバー人材センターが創立１０周年を迎え、
西当別コミュニティーセンターで、記念式典が行われ
ました。平成７年に「当別町いきがい人材センター」
として設立された同団体は、平成１４年に北海道知事か
ら社団法人の認可を受け、草刈りや屋根の雪下ろし作
業などを通して地域社会に貢献してきました。
　下段寿之会長は「これから超高齢化社会が到来する
が、多くの高齢者の経験と能力を生かして活動してい
きたい」と式辞を述べ、参加者全員で１０周年の節目を祝
いました。

��������	
����
　　 　(10月9日）

　災害救援ネットワーク北海道代表の山口幸雄さん
（茂平沢在住）が、六軒町町内会で、防災講演会を行
いました。山口さんは、各町内会ごとに防災の講演を
しており、この日は、「敬老会」に集まったお年寄りに、
災害時には地域で助け合うこと、日頃から災害時に困
らない準備をしておくことが大切なことなど分かりや
すく説明しました。お昼には、地域のボランティアの
方が、山口さんの指導で炊き出し用の炊事釜でカレー
ライスを作り参加者全員で試食しました。
　また、同ネットワークが旧中小屋中学校を「災害防災
備蓄センター」として活用することになり、10月23日に
オープニングパーティが開かれました。
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　もうすぐ雪の季節。皆さんの冬支度は万全ですか？
　雪のトラブルを無くして、快適に冬を過ごしたいものです。
　町では、早朝の除雪を概ね１０ｃｍ以上の積雪を目安に、６０台以上の除雪機械が300ｋｍの道路確保に
努めます。除雪完了は午前７時を目標にしていますが、状況により作業が長引く場合もあります。　
　町民皆さんのご理解とスムーズな除雪作業のためのご協力をお願いします。
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��＝役場維持管理課・�23－3197

��＝札幌開発建設部札幌道路事務所

　　　　（当別分庁舎）・�23－2074

��＝札幌土木現業所当別出張所　

　　　　　　　　　　　�23－2220
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�搬入時には付近住民の迷惑とならないように時間を守り、
　徐行運転を行ってください。
�雪には絶対にゴミを混入しないでください。
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私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
川
に

は
、
ゴ
ミ
や
雪
を
捨
て
な
い
よ
う
み
ん

な
で
川
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。　
　

　

歩
道
は
幅
も
狭
く
電
柱
な
ど
の
障
害

物
も
多
く
あ
り
除
雪
車
が
入
り
に
く
い

た
め
全
て
除
雪
す
る
こ
と
は
困
難
で

す
。

　

是
非
、
地
域
の
方
々
で
自
主
的
に
除

雪
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

　

夜
間
（
早
朝
）
の
路
上
駐
車
は
み
ん

な
の
迷
惑
で
す
。
特
に
道
路
幅
の
狭
い

場
所
で
は
、
た
っ
た
１
台
の
車
両
の
た

め
に
除
雪
車
が
立
ち
往
生
し
除
排
雪
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
迷
惑
駐
車
は
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

で
き
る
だ
け
短
時
間
で
の
道
路
確
保

に
努
め
て
い
ま
す
。
玄
関
先
に
置
か
れ

た
雪
に
大
変
苦
労
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

思
い
ま
す
が
、
各
家
庭
で
の
処
理
を
お

願
い
し
ま
す
。
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ご
家
庭
の
庭
先
に
あ
る
低
い
樹
木
や

塀
は
目
印
が
な
い
た
め
に
、
除
雪
や
排

雪
時
に
傷
を
付
け
て
し
ま
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。
目
印
に
な
る
「
ポ
ー
ル
」
や

「
赤
い
布
」
な
ど
を
表
示
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
道
路
際
の
置
物
や
壊
れ
や
す
い

物
は
、
安
全
な
場
所
に
移
動
す
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
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車
道
や
歩
道
に
雪
を
捨
て
る
と
、
道

路
が
狭
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
路
面

に
凹
凸
や
車
の
わ
だ
ち
が
で
き
て
交
通

事
故
の
原
因
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

雪
は
、
各
家
庭
の
敷
地
内
で
処
理
す

る
か
、
指
定
の
「
雪
堆
積
場
」
に
運
ん

で
く
だ
さ
い
。
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ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ゴ
ミ
出
し

は
道
路
の
除
雪
後
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

除
雪
の
前
に
ゴ
ミ
が
あ
る
と
、
ゴ
ミ

を
寄
せ
た
り
片
付
け
た
り
し
な
が
ら
の

作
業
と
な
り
迅
速
な
除
雪
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
ゴ
ミ
が
雪
に
隠
れ
て
し
ま

う
と
、
排
雪
時
に
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車

の
故
障
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
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　毎月町民の皆さんに読んでいただいている広報「とうべつ」には、町の施策や財
政状況、町の話題、イベント、健康、人物紹介などを掲載しています。
　皆さんに親しまれる広報誌づくりを心がけていますが、日頃広報誌に対して感
じていることをアンケート調査し、これからの参考にしていきたいと考えていま
すので、率直なご意見、ご感想をお聞かせください。

�����　町広報誌のアンケート用紙に直接ご記入の上、提出してください。ご記入される方は、ご家族 
                   のどなたでも結構です。記入後に用紙を封筒にして提出してください。
　　　　         町ホームページから用紙をダウンロードできます。また、ホームページの住民アンケート欄で
　　　　      直接回答することもできます。

�����　次の方法で提出をお願いします。
　　　　      ①施設に設置されている回収ボックスに投函
                  （役場、ゆとろ、総合体育館、公民館、西当別コミセン、太美出張所、あえ～る）
　　　　      ②郵送（切手を貼ってください）・FAX・ 持参。
　　　　      ③町ホームぺ－ジの住民アンケートで回答。

�����　１１月３０日（水）                            � 問合せ　情報課広報広聴係（�23－3069/�25－5555 �
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石 狩 郡 当 別 町 白 樺 町 番 地 ９85

当 別 町 役 場 情 報 課 広 報 広 聴 係 宛

郵 送 さ れ る 方 は

円 切 手 を 貼 っ08
て く だ さ い 。
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①

③

②

④
�
�
�
�

石 狩 郡 当 別 町 白 樺 町 ８ ５ 番 地 9

当 別 町 役 場 情 報 課 広 報 広 係 宛
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　（2）

　��　　��������	
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（１）性別　①男　②女

（２）年齢　①20歳未満　②２０代　③30代　

　　　　　　④４０代　⑤５０代　⑥６０代　⑦７０歳以上

解答欄
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　①3日以内　②1週間以内　③2週間以内　④２週間以降
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　��　　���������	
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      　①多すぎる　　②ちょうど良い　③少ない

　　   ��������	
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��������
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（ア）特集

（イ）タウントピックス

（ウ）お知らせ

（エ）健康カレンダー

（オ）現在を活きる

　①分かりやすい　②おおむね分かる

　③分かりづらい

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

　（1）
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　��　　��������	
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　①利用する　②利用しない

①と答えた方は問9へ

　��　　通信環境は何ですか�
　①FTTH　②ADSL　③ISDN　④FWA　⑤その他

　��　　��������	
����������
�������������������������������������	

　①町の政策や財政内容 ②制度改正などの説明
　③町民との協働 ④町民の活動

　⑤まちづくり ⑥行事などの紹介 ⑦環境の話題

　⑧健康・福祉の話題  ⑨子育て・教育の話題　

   ⑩その他

　��　　��������	
��������
　①すべて読む　②必要なところを読む
　③主に見出し写真を見る　④読まない

　�����ア必要な記事がない　イ興味がわかない　

　ウ読む時間がない　エその他　　　

④の理由

　��　　��������	
�������
��������	
��������

　①特集記事 ②町長の日記 ③まちの話題
　④教育委員会だより⑤お知らせ

　⑥まちかどウォッチング

　⑦図書案内⑧誕生・おくやみ �あえ～る情報

　�正くんファミリー �健康カレンダー �当番医

　�元気のでる料理 �いきいき健康生活

　�現在を活きる

よく見る

関心ない
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（ア）特集

（イ）タウントピックス

（ウ）お知らせ

（エ）健康カレンダー

（オ）現在を活きる

　①見出しが悪い　②字が小さい

　③写真が悪い　　④内容が分かりづらい　⑤その他　　　

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 のりしろ
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　①充実している　②おおむね良い　
　③必要な情報が少ない　
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　���　　����������������	
　①見やすい　②見づらい

��������	
��������������

　���　　���������	
�������
　①ある　②あることは知っているが見たことはない
　③あることも知らない

①と答えた方は問１1へ
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　「障害者の地域生活支援に向け

た北海道の取組」の一つとして、

北広島市に「総合相談支援セン

ター」がオープンしました。

　江別市、当別町など石狩圏域に

お住まいの障がいがある方やご家

    子育てサロンを開催します。

    子育て中の親子が集まり、楽し

く遊んだり交流できる場です。

▼�������

�������

12月8日（木）・21日（水）

1月11日（水）・19日（木）

2月1日（水）・9日（木）・15日（水）・

23日（木）

3月8日（水）・14日（火）

��������	


12月14日（水）・1月24日（火）

▼��　10時～11時30分

▼��　0歳～就学前の親子

（申し込みは必要ありませんの

で、自由に遊びに来てください。）

▼��　子育て推進課子育て支援

係（「ゆとろ」内・�25－2658）
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　精神に障がいがある方のご家族

を対象とした学習会です。

▼��　11月21日（月）9時50分～

15時30分（受付9時30分～）

▼��　江別市保健センター（江

別市若葉町6－1）

▼���精神障害者の家族

▼��　�講話「精神障害者が利

用できる福祉制度を知ろう」ほか

�参加者の語り合い

▼����　11月10日（木）まで

��������	


　１８歳未満の青少年とその家族の

心の相談に無料で応じます。

▼��　11月10日（木）13時30分

～15時30分

族を対象に、年齢や障害の種別に

かかわらず、生活をするなかでの

困りごとや悩みごとの相談ができ

ます。希望により、より良い生活

を送るための支援計画を立てるな

どの支援を受けられます。

「困ったことがある」「ほかのサー

ビスを知りたい」「制度について教

えて欲しい」など、お気軽にご相

談ください。

▼��　石狩圏域障害者総合相談

支援センター　夢民（むうみん）

▼���　〒061－1276　北広島

市大曲緑ヶ丘1丁目9－1

�０１１－３７７－６２００（24時間対応）

�０１１－３７７－７００７/Eメール   ishi-

ken@msknet.ne.jp/ホームページ

http://www.msknet.ne.jp/ishikariken-

iki/

▼����　毎週月曜～金曜（祝

日は休み）　８時４５分～１７時１５分

▼��　江別保健所石狩支所（石

狩市花川北7条1・�0133－74－

1142）

▼�����萌クリニック　早苗

麻子医師

▼��　２名（電話予約必要）

▼���・��　①②ともに江別

保健所子ども・保健推進課（�011

－383－2111）へ。

　介護に関することでどこに相談すればよいかわからないことがありまし
たら、支援センターにお気軽にご相談ください。相談は無料で、電話や来
所相談、ご自宅へ訪問しての相談もお受けします。

������　当別町在宅介護支援センター（「ゆとろ」内・�25－5152）

��������	
�

　介護保険の申請をしたい、
福祉サービスを利用したい
ときにご相談があれば訪問
し、手続きの代行をします。

��������	
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　保健、医療、福祉などの機
関や施設での介護保険サー
ビスの内容や利用の仕方を
わかりやすく説明し、利用
できるように調整します。

��������	
��

　「ゆとろ」内に福祉用具の
展示をしています。利用さ
れる方の状態に合った福祉
用具をご紹介し、使い方を
アドバイスします。

��������

　手すりの取り付け、段差
の解消など住宅改修時に利
用できる制度の紹介も含め
てアドバイスをします。

��������	
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　住民基本台帳カードは、次のこ

とに利用できます。

��������	
���

　写真付きの住基カードは、金融

機関で口座を開設するときや携帯

電話の新規購入などに、運転免許

証などと同様に公的な身分証明書

として利用することができます。

���������	
���
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　全国の市区町村窓口で、本人や

世帯の「住民票の写し」の交付を

受けることができます。

��������	
����

�証明書用として撮影された顔写

真１枚（縦4.5cm横3.5cm程度）

�印鑑

�免許証、健康保険証、年金手帳

など本人確認ができる書類

��������	
���●○●○●○� � ●○●○●○ ●○●○●○� � ●○●○●○
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　当別町国民健康保険では年７回医療費通知を送付し

ています。

　通知内容は、��������	
�����	�

��������	
���
�������の６項

目です。

　病院に支払う医療費は、自己負担

額（３割）と国保が支払う負担額（７

割）との合計額となり、通知には、

自己負担額ではなく実際に治療にか

かった金額を記載しています。

　通知内容に疑問に思う点があれば

お問い合わせください。

������　住民生活課国保年金係（�23－2467）

���������	
��

　社会保険庁では、社会保険事務所毎に開かれていた

「年金電話相談センター」を廃止し、全国共通の電話番

号で相談ができる『ねんきんダイヤル』を開設しました。

�����　

年金相談用　�０５７０－０５－１１６５

年金受給者の相談用　�０５７０－０７－１１６５

�������　8時30分～17時（土・日曜・祝日を除く）

※『ねんきんダイヤル』は全国の相談センターのうち、

　回線の空いているところにつながります。

※通話料金は一般の固定電話の場合、市内通話料金で

　利用できます。

※電話機の設定、PHSなど電話機によっては利用でき　

ない場合がありますので、他の電話機を使うか、最寄　

りの社会保険事務所をご利用ください。

���������	
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　11月9日（水）・２2日（火）
　役場国保年金係へお気軽にお越しください。

���������	
�札幌北社会保険事務所）
���11月18日（金）・10時～15時
��　商工会館（錦町）

�手数料500円

以上のものをお持ちになり、申請

者本人が窓口へお越しください。

　申請からおよそ２週間で交付し

ます。

▼��������　住民生活課

戸籍住民係（�23－2463）

　札幌北税務署では、年末調整手

続きの説明会を開きます。

　２人以上雇用している事業主、

法人の青色申告者など「源泉徴収

事務」を取り扱う事業所等の担当

者は必ず出席をお願いします。

　年末調整手続きを行うことで、

ほとんどの給与所得者は、その年

の所得税の納税が完了するととも

に、改めて確定申告を行う必要が

��������	
�
�������

�� ��

なくなります。

▼��　１１月１５日（火）１３時３０分

▼��　役場第二庁舎

▼��　税務課税務係（�２３－

2332）

�������
��������
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　地域ごとに定めている毎月の水

道料金の検針日が、料金算定事務

手続き上、2日早くなります。

　11月検針からの変更ですが、口

座振替日の変更はありません。

  ��������	
����  

                       �

   ��������	
����

（天候などのやむを得ない理由で早期

検針する場合があります。）

▼����水道課業務係（�22－

2411）
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  今年のテーマは、「定年延長」に

ついてです。改正高齢者雇用安定

法を中心に定年延長になった場合

の賃金、退職金、労務管理や退職

後の暮らし方などの講演です。

▼���定年延長！その時あなた

はどうしますか？

▼���高橋一穂さん（社会保険

労務士）・井上宏子さん（消費生活

アドバイザー）

▼��　１１月２９日（火）１８時～２０時

▼��　役場第二庁舎

▼���　商工課商工労政係（�

23－3129）

�������
�������

�� ������

��������	
��
�������

�� ��

��������	
��

▼����　乙種（第１～６類）・丙種

��������	
�

▼����　甲種（第１～５類）・乙

種（第１～７類）

��������	

▼���　平成１８年２月１２日（日）

▼���　札幌市ほか６市

▼����　12月7日（水）～15日

（木）

��������	
���

▼���　12月7日（水）

▼����　受講日の10日前まで

▼���　札幌市

▼��　当別消防署消防課指導

係 （�２３－２５３７）

������������
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���������������江別募集事務所（�011－383－8955）
                                               ・役場住民生活課住民生活係（�23－3209）

����������������

1次 18年1月14日
2次 18年1月27日～30日

11月1日～
18年1月10日

中卒（見込含）
17歳未満の男子�����

受付時に
お知らせします随時18歳以上

27歳未満の者男子
������

��

��������������
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「老人保健法」または「道老」の

医療受給者証をお持ちの方で、１

カ月の医療費の自己負担額が高額

になり、一定の該当要件を満たし

ている場合には、自己負担限度額

を超えた額を受給することができ

ます。（表のとおり）

　ただし、保険適用外の雑費につ

いては高額医療費の対象となりま

せん。

��������	


▼����　受給対象者には「申

請書」を郵送していますので、記

入例により必要事項を記載の上、

��������	

��������	
��

�� �� 福祉係（「ゆとろ」内）または太美

出張所（「太美郵便局」内）まで持

参もしくは郵送してください。

※領収書は不要です。

※最初の１回だけ「申請書」の提出

が必要になりますが、その後、限

度額を超えて自己負担された場合

は、指定の口座に入金されます。

�������

▼��������　受診者名が

記載された領収書・印鑑・金融機

関（郵便局を除く）の通帳・健康

保険証・医療受給者証。

※「道老」の高額医療費申請は福

祉係のみの受付となりますので、

ご了承願います。

■������　福祉課福祉係

（「ゆとろ」内・�23－3019）

������
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������

��������	
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72,300円＋1%（注１）
　　40,200円  （注２）40,200円�������

40,200円12,000円����

24,600円
8,000円

���

15,000円���

（注1）361,500円を超えた場合に、超えた額の１％を加算。
（注2） 過去１２カ月間に４回以上高額医療費の支給があった場合、
４回目以降の限度額。
◎区分の内容など詳しくはお問合せください。
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　食生活改善推進協議会が行う料

理講習会に参加しませんか。

▼�������

���～11月16日（水）

�������～11月29日（火）

▼��　10時～13時30分

▼���簡単でおいしい豆・野菜

料理の紹介と健康度チェック。　

▼���　エプロン・三角巾・筆

記用具・参加費２００円

▼����

���　11月10日（木）

�������　11月22日（火）

▼��　各会場20名（先着順）

▼���町食生活改善推進協議会

▼�������　

ゆとろ会場・荒戸宅（�/�23－

2670）、西当別コミセン会場・佐々

木宅（�/�26－2904）へ。
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▼��　１１月１１日（金）、１８日（金）

10時～13時

▼��　ゆとろ（西町）

▼���　１回300円

▼��　10名（２回とも参加でき

る方を優先します。）

▼�������　町社会福祉協

議会（「ゆとろ」内・�22－2301）
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����　０歳～中学卒業まで
�����　�一人につき最初の一時金として
　　　　　      155,000円、　以後月額20,000円。
　　　　　　�小・中学校入学時に44,000円。
�����　貸付け決定時から中学卒業まで。
���　無利子
�����　貸付期間終了後６カ月または１年経過し
た後、２０年以内に返済。学校在学中は猶予期間あり。
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����　自動車事故により脳、脊髄または胸腹部臓器
　　　　　に損傷を受け、常時または随時介護を必要と 
                 し、一定の要件に該当する方。
����　�月額29,290円～136,880円の間で、状況に    
                 より支給。
                 �「短期入院」費用があれば別に支給。
�����３カ月分を3、6、9、12月に支給。
▼���　同支所（�011－551－2145）　　　　
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  平成17年度以降、当座預金や利

息の付かない普通預金は「決済用

預金」として全額保護され、定期

預金や利息の付く普通預金などは

一金融機関につき預金者一人当た

り、合算して元本１千万円までと

その利息等が保護されます。

　具体的にどの預金が「決済用預

金」に該当するかなど詳細は金融

機関窓口に問い合わせください。

　詳細は金融広報中央委員会の

ホームページをご覧ください。

www.saveinfo.or.jp/index.html
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��������毎月第2・第4木曜日　19時30分まで　
����　納税課納税係（�23－2341）

　税金を納めようと思ったら、納付書の納期限が過ぎてい
ました。どうすればいいのでしょうか？

　納付書は納期限が過ぎても使用できます。そのまま記
載されている納付場所で納付してください。納付書を紛
失した場合はお早めに納税係までご連絡ください。
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����11月24日（木）　17時～19時30分
����役場納税課納税係  
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�出血した、のどに物が詰まった、心
停止したときの応急処置のお話。
���　11月23日（祝・水）13時～１６
時。対象は一般の方１０名。
���������	�

�白衣を着て、歯医者さんのお仕事
をチョットだけ体験！
���　11月26日（土）13時～１5時
▼���小学生２０名（保護者同伴可）
�会場は歯の健康プラザ（当別駅南口
横）。申し込みは所長千葉（�090－
9515－1706）まで。
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���　11月27日（日）開演13時～
（開場12時30分）
���　札幌コンサートホールkitara
入場無料。駐車場ありません。
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衣類・食器・電化製品を無料でお譲り
します。
���　11月13日（日）11時～１６時
���　青少年会館（太美町）
▼���　泉（�26－4006)
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▼��　

����１２月３日（土）10時～14時

����１２月１０日（土）9時～12時

▼��　ゆとろ（西町）

▼��　NPO法人北海道総合支援

センター理事長五十嵐教行さん

▼��　地域づくりに関心のある

町民の方

▼��　30名（参加費無料）

▼����　11月25日（金）まで

に、住所・氏名・連絡先を電話・

FAX・Eメールで申し込みのこと。

▼���　町ボランティアセンター

（「ゆ と ろ」内・�22－2301/�22--

0001/Eメール

toshakyo.borasen@comet.ocn.ne.jp）

　

　農業、商業、工業など異業種の

連携で地域おこしを実践する講師

のお話です。農業を通じた地域の

活性化を一緒に考えませんか。

���　11月9日（水）17時30分～

���　ゆとろ（西町）

▼���　住民との協働で実現す

る農業を通じた地域活性化に向けて

▼��　民俗研究家　結城登美雄

さん

�����農林課農務係（�23－

3091）
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　16歳から69歳までの健康な方なら

どなたでも。（65歳以上の方は、60

～64歳までに献血経験がある方）

���������	

　９時３０分～１０時３０分

��������

　11時～12時/１３時～１４時３０分

���������	
�

　１５時～１６時30分

�������

　町教委では、町民の多種多様な学習ニーズに応えるため、町民の自主企
画・自主運営による講座・講演や鑑賞会を町教委と共催で開催したい方々
（団体・実行委員会等）を募集しています。
　公民館・総合体育館・西当別コミセンなど社会教育施設の無料提供のほ
か、講師謝礼金（限度額３万円）などを援助します。
▼��　社会教育課社会教育係（「総合体育館」内・�22－3834）
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　町教委では、医療大学との連携

セミナーを開催します。

　私たちの老後の生活を支える年

金制度のお話です。

▼��　11月29日（火）18時30分

～20時30分

▼��　ゆとろ（西町）

▼��　北海道医療大学看護福祉

学部講師　櫻井　潤さん

▼��　町民どなたでも

▼���　無料

▼����　11月25日（金）まで

に電話で申し込みください。（定

員30名先着順）

�������　社会教育課社会
教育係（「総合体育館」内・�22－
3834）

　町内小・中・高校の代表児童生

徒が、日常生活の体験や日頃感じ

ていること、考えていることを発

表します。

　また、アトラクションには弁華

別中学校音楽部のリコーダー演奏

が行われます。

▼���11月19日（土）　9時30分

～12時

▼���白樺コミセン（白樺町）

▼��　町民どなたでも

▼���　無料

▼���当別町青少年問題協議会
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村上　春樹東京奇譚集
　
　
�
�
�

高野裕美子朱雀の闇
村山　由佳楽園しっぽ
中川　一徳メディアの支配者
ディヴィット・プロッソジーニアス・ファクトリー
小林ケンタロウはじめてのキッチン小学生からおとなまで
広野多珂子トンガのきいちごつみ

　
　
�
�
�

田中友佳子こんたのおつかい
浅川　真紀ふあふあなあに
五味　太郎あきはいろいろ
サリー・グリンドリーずっとなかよし

�������

田尻　賢誉大旗は海峡を越えた
　
　
�
�
�

山野　車輪嫌韓流
五木　寛之天命
梨木　香歩からくりからくさ
帚木　蓬生千日紅の恋人
村上　春樹東京奇譚集　　
島田　ゆかぶーちゃんとおにいちゃん

　
　
�
�
�

池田あきこダヤンとハローウィンの戦い
あさのあつこNO.6　＃４
ヘレン・バンナーマンちびくろ・さんぼ２
ジャクリーン・ウィルソンガールズインテイアーズ
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　１０月１日から始まった赤い羽根共
同募金運動に、町共同募金会の役員
などがJR当別駅と太美駅前で募金を
呼びかけました。町内の社会福祉活
動に生かされる募金とあって、朝の
通勤時間帯にもかかわらず、多くの
方に募金していただき、ありがとう
ございました。　　　　　（10月3日）
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　中小屋小学校の全校児童（9名）が
中小屋駐在所前で、国道２７５号を通る
車に交通安全を呼びかけました。　
　児童たちは、交通安全を呼びかけ
る手書きのステッカーと地元のいも
やかぼちゃをドライバーに手渡し、
「気をつけて運転してください」と
元気に訴えていました。（9月30日）
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　少林寺拳
法石狩花川
支部に所属
する阿部由
季さん（西当
別小学校５
年生）は、7
月24日 に行

われた第２６回少林寺拳法北海道大
会（きたえ～るで開催）の団体演舞・
小学生団体の部で最優秀賞を受賞。
10月9・10日に福井県で開催された
全国大会に出場し、見事な演舞を
披露して優秀賞を受賞しました。
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　西当別中学
校出身で北海
高等学校2年
生の岩倉歩さ
んは、９月3・
4日に行われ
た第６０回国民
体育大会北海
道選手選考会の新体操で代表選手
に選ばれました。岩倉さんは札幌
選抜チーム（７名）のロープ演技を
担当し、１０月２２日から岡山県で開催
された国民体育大会秋季大会に出
場しました。
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　音楽に関わる人たちで実行委員会
を作り、当別ふくろう音楽祭が当別
中学校体育館で開催されました。
　演奏会は４部に分けられ、西当中
合唱部や医療大吹奏楽団・当別アン
サンブルファミリーなど町内外で活
躍している9団体が合唱や吹奏楽の
演奏を披露し、きれいな音色を響か
せていました。　　　　（10月10日）

��������	


　旧太美教員住宅を利用して当別消
防署が火災訓練を行いました。
　訓練は、煙が充満する建物の中に
逃げ遅れた人がいる想定で行われ、
隊員たちはお互いに声を掛け合い、
連携をとりながら突入し、けが人を
救出しました。いざという時、冷静
に行動できるように消防隊員は日々
訓練を重ねています。　（10月11日）
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　��  12月1日・１３時～１６時　 �������������  ���������事前に福祉課福祉係（�23－3019）へ。　
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��

　��  11月10日、11月24日・１３時～１６時　������������   ��������町社会福祉協議会（�22－2301）へ。

No.325

�����������10月1日現在�
 （　）は前月との比較

�������人��������

���������������

��������������

�������������

������������

���������������
ひ と み

����������������
しょうた

��������������
りん

����������������
りょうたろう

����������������
る う く

���������������
た く と

������ ���������

春日町本人〈67〉北　�����
れいざぶろう

川　下英和〈76〉且見　 勝榮 
か つ え

北栄町本人〈88〉三野宮����
き み こ

樺戸町�俊〈77〉上田 惠美子 
え み こ

春日町靖夫〈89〉島影 辰三郎 
たつさぶろう

白樺町　本人〈76〉黒澤　 房雄 
ふ さ お

若　葉勇〈84〉吉泉　 繁治 
し げ じ

栄　町本人〈83〉黒澤　 光夫 
み つ お

若　葉本人〈87〉堀川　 鐵雄 
て つ お

末　広本人〈76〉加藤　 芳治 
よしはる
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▼長谷川晴枝さん（西町）から３０万円
▼当別町納税貯蓄組合連合会（青井國夫
会長）から167,969円
▼堀川ハルさん（若葉）から５万円
▼関ヨシエさん（東町）から手編みの
手袋５０双
▼大成寺婦人部（武田弘子代表）から
雑巾２００枚

　教育長�橋義氏
は、任期満了によ
り９月の当別町議
会定例会で教育委
員に再任され、９
月２８日開催の教育委員会において、引
き続き教育長に選任されました。任期
は１０月１日から４年間になります。
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ただし
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　当別ロータリークラブから、駅前
れんが倉庫備品購入費として、１５０万
円が当別町に寄付されました。
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場所時間日時内　容場所時間日にち内　容
西コミ10：00～６日(火)歯科健診・フッ素塗布ゆとろ13：00～１日(木)マタニティースクール

西コミ 10：30～８日(木)かすみ草の集いゆとろ７：55～２日(金)女性がん検診

ゆとろ９：30～９日(金)健康運動相談（指導日）ゆとろ13：00～５日(月)転倒予防講座
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妊婦同士の交流を中心に元気に妊娠、出産期
を過ごしましょう。
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該当の日程を対象者へ通知します。
お子さんの成長を確認し、子育てや離乳食な
ど、日ごろの悩みを解消しましょう。
���������	
��をします。
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　�勤医協当別診療所
　�近藤医院
　�太美中央医院
　�スウェーデン通り内科循環器科クリニック
　�さわざき医院（要予約）
　�とうべつ内科クリニック（要予約）
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糖尿病や高血圧など生活習慣病のチェックが
できます。（４０歳以上）���������	�
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高齢の方を対象に転ばないための体づく
りについて学びます。
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子宮、乳がん検診を町内で受診できます。����������
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バスで札幌の検診センターへ行き、胃・肺・
大腸・子宮・乳のがん検診を受診します。
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保健師や栄養士が健康についての相談に応じ
ます。
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���～健康運動指導士が個別に運動方法をア
ドバイスします。
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必要な方はゆとろの運動器具を使った運動実
践ができます。
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家族・友人・職場での人間関係、不登校や引
きこもりで悩んでいる方の相談に応じます。
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������

脳卒中、神経難病などにより、体や言葉に不
自由さがある方。

����
�����������

������

外に出る機会の少ない高齢の方。

�������
�����������

���

���
������
�����������

�������

お酒で悩んでいる方とその家族。
（断酒会の申込み・詳細）
日中は江別保健所�011－383－2111
夜間は工藤�22－2510
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���������福祉課保健サービス係（「ゆとろ」内・�２３－２３４６） 
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1
日
ご
と
に
寒
さ
が
厳
し
く
な
り
、
も

う
す
ぐ
冬
。
だ
ん
だ
ん
、
か
ぜ
や
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
が
流
行
す
る
季
節
が
や
っ
て
き

ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
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�

�
�
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�
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�

　
 
か
ぜ
か
な
？
と
思
っ
た
と
き
に
「
そ
の

う
ち
治
る
だ
ろ
う
」と
い
う
人
も
多
い
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

一
般
に
か
ぜ
は
1
週
間
も
す
れ
ば
治
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
じ
ら
せ
て
し

ま
っ
た
り
、
実
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
発
熱
や
咳
、

鼻
水
な
ど
の
兆
候
が
あ
っ
た
ら
体
調
を
気

づ
か
い
、
変
化
が
あ
っ
た
ら
早
め
に
対
処

し
ま
し
ょ
う
。

　

特
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
解
熱
剤
や
風

邪
薬
は
効
か
な
い
の
で
、
早
め
に
受
診
し

ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�
�
�

①
手
洗
い
・
う
が
い
を
し
よ
う

②
室
内
が
乾
燥
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

　

よ
う
。

③
十
分
な
栄
養
（
特
に
ビ
タ
ミ
ン
A
と
Ｃ
）

　

　

と
睡
眠
を
と
ろ
う
。

④
で
き
る
だ
け
人
ご
み
を
避
け
、
ウ
イ
ル

　

ス
か
ら
身
を
守
ろ
う
。

⑤
ス
ト
レ
ス
を
解
消
し
て
抵
抗
力
を
ア
ッ

　

プ
し
よ
う
。

⑥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を
受
け

　

よ
う
。（　

歳
以
上
の
方
と　

歳
か
ら　

65

60

64

　

歳
の
一
定
障
害
を
持
つ
方
は
、
町
で
接

　

種
料
を
補
助
し
ま
す
。
詳
細
は「
ゆ
と　

　

ろ
」保
健
サ
ー
ビ
ス
係
へ
。
受
診
す
る
際

　

に
は
、
健
康
手
帳
を
持
参
く
だ
さ
い
。）
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����������

非常に強い一般的に弱い�����

高熱・頭痛・筋肉
痛など全身症状

くしゃみ・鼻水・
発熱など

������������　

2日前後数日�������

����������	
��

���������	

��������	
�

��������	



��������	 ��

������
　　青山奥にて撮影
　　　写真提供　菊池　正造さ

ん（錦町）
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interview 
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江
別
市
の
消
防
学
校
で
基
礎
知
識
を
し
っ
か
り

学
ん
だ
後
、
札
幌
の
病
院
で
２
カ
月
間
の
実
習
を

重
ね
ま
し
た
。

　

私
は
、
手
稲
渓
仁
会
病
院
で
、
患
者
さ
ん
の
同

意
を
も
ら
っ
て
挿
管
実
習
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
実
習
時
は
、
す
ご
い
緊
張
感
の
中
で
真
剣
に

学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
患
者

さ
ん
に
は
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

当
別
消
防
署
で
、
気
管
挿
管
の
実
習
が
で
き
る

の
は
、「
手
稲
渓
仁
会
病
院
」「
札
幌
東
徳
洲
会
病

院
」「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
札
幌
病
院
」
で
す
が
、
患
者

さ
ん
の
協
力
が
何
よ
り
大
切
で
す
。

��
�
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�
�
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町
内
で
は
、
心
肺
停
止
状
態
で
の　

番
通
報

１１９

が
、
年
間
約　

件
あ
り
ま
す
。
応
急
手
当
を
さ
れ

２０

て
い
た
ケ
ー
ス
が
昨
年
で
５
件
あ
り
ま
し
た
。
気

管
挿
管
が
必
要
な
ケ
ー
ス
は
１
件
ほ
ど
で
す
。

　

通
報
が
あ
っ
た
と
き
に
指
令
室
で
は
、
患
者
さ

ん
の
状
態
を
聞
き
、
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の

適
正
な
応
急
手
当
方
法
を
指
示
し
て
い
ま
す
が
、

救
命
講
習
を
受
け
て
い
る
方
で
あ
れ
ば
、
ス
ム
ー

ズ
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

病
院
に
到
着
前
に
気
管
挿
管
処
置
で
き
れ
ば
、

助
か
る
確
立
も
上
が
り
ま
す
が
、
町
民
の
方
の
緊

急
時
の
応
急
手
当
が
何
よ
り
大
切
と
思
っ
て
い
ま

す
。
消
防
署
で
は
、「
救
命
講
習
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
是
非
一
度
参
加
し

て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

　
���
�
�
�
��
�
�
�
�
�

き
か
ん
そ
う
か
ん

��������������������
�
�
�
�
�
�

　

気
管
挿
管
と
は
、
心
肺
停
止
状
態
の
方
で
、
気
道

確
保
が
困
難
な
場
合
に
、
口
か
ら
チ
ュ
ー
ブ
を
気

管
に
入
れ
て
肺
に
酸
素
を
送
る
救
急
救
命
行
為
で

す
。
こ
の
処
置
は
、
医
師
に
し
か
で
き
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
平
成　

年
に
法
律
が
改
正
し
、
私
た

１６

ち
、
救
急
救
命
士
も
資
格
を
取
得
し
て
、
現
場
や
救

急
車
の
中
で
処
置
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

緊
急
時
の
難
し
い
処
置
で
す
が
、
尊
い
人
命
の

救
助
に
つ
な
げ
た
い
で
す
ね
。

　

現
在
、
全
道
に　

人
、
石
狩
管
内
で
は　

人
、
当

60

１９

別
消
防
署
で
は
、
８
月　

日
に
北
海
道
か
ら
資
格

２５

認
定
を
受
け
た
私
が
第
１
号
と
な
り
ま
す
が
、
署

内
に
い
る
救
急
救
命
士
も
こ
れ
か
ら
資
格
を
取
得

し
て
い
き
ま
す
。

お詫び：10月号に掲載した笠井嗣夫さんの「当別の風景」の写真が反転していました。ここにお詫びいたします。


